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   議事日程 第３号 
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   第 ２ 議案第３１号 平成１７年度加美町一般会計予算 

   第 ３ 議案第３２号 平成１７年度加美町国民健康保険事業特別会計予算 
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   第１０ 議案第３９号 平成１７年度加美町霊園事業特別会計予算 

   第１１ 議案第４０号 平成１７年度加美町営駐車場事業特別会計予算 

   第１２ 議案第４１号 平成１７年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別会計予

              算 

   第１３ 議案第４２号 平成１７年度加美町下水道事業特別会計予算 
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   本日の会議に付した事件 

    日程第１から日程第１６まで
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    午前１０時００分 開議 

○議長（米木正二君） 皆さんおはようございます。 

  本日は、大変御苦労さまでございます。 

  ただいまの出席議員は44名であります。19番鎌田八郎君、33番本多行夫君より欠席届が出て 

おります。４番青木喜右衛門君、９番米澤秋男君、40番板垣 博君より遅参届が出ております。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（米木正二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 116条の規定により、37番及川六郎君、38番猪股信俊

君を指名いたします。 

 

    日程第 ２ 議案第３１号 平成１７年度加美町一般会計予算 

      第 ３ 議案第３２号 平成１７年度加美町国民健康保険事業特別会計予算 

      第 ４ 議案第３３号 平成１７年度加美町老人保健特別会計予算 

      第 ５ 議案第３４号 平成１７年度加美町介護保険特別会計予算 

      第 ６ 議案第３５号 平成１７年度加美町介護サービス事業特別会計予算 

      第 ７ 議案第３６号 平成１７年度加美郡介護認定審査会特別会計予算 

      第 ８  議案第３７号  平成１７年度加美町簡易水道事業特別会計予算 

      第 ９  議案第３８号  平成１７年度加美町小野田簡易給水施設事業特別会計予

                 算 

      第１０ 議案第３９号 平成１７年度加美町霊園事業特別会計予算 

      第１１ 議案第４０号 平成１７年度加美町営駐車場事業特別会計予算 

      第１２ 議案第４１号 平成１７年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別

                 会計予算 

      第１３ 議案第４２号 平成１７年度加美町下水道事業特別会計予算 

      第１４ 議案第４３号 平成１７年度加美町浄化槽事業特別会計予算 

      第１５ 議案第４４号 平成１７年度加美町工業用地等造成事業特別会計予算 

      第１６ 議案第４５号 平成１７年度加美町水道事業会計予算 

○議長（米木正二君） お諮りいたします。日程第２、議案第31号平成17年度加美町一般会計予 
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算、日程第３、議案第32号平成17年度加美町国民健康保険事業特別会計予算、日程第４、議案

第33号平成17年度加美町老人保健特別会計予算、日程第５、議案第34号平成17年度加美町介護

保険特別会計予算、日程第６、議案第35号平成17年度加美町介護サービス事業特別会計予算、

日程第７、議案第36号平成17年度加美郡介護認定審査会特別会計予算、日程第８、議案第37号

平成17年度加美町簡易水道事業特別会計予算、日程第９、議案第38号平成17年度加美町小野田

簡易給水施設事業特別会計予算、日程第10、議案第39号平成17年度加美町霊園事業特別会計予

算、日程第11、議案第40号平成17年度加美町営駐車場事業特別会計予算、日程第12、議案第41

号平成17年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別会計予算、日程第13、議案第42号平成1

7年度加美町下水道事業特別会計予算、日程第14、議案第43号平成17年度加美町浄化槽事業特別

会計予算、日程第15、議案第44号平成17年度加美町工業用地等造成事業特別会計予算、日程第1

6、議案第45号平成17年度加美町水道事業会計予算、以上15件はいずれも平成17年度当初予算で

あり関連いたしておりますので、会議規則第36条の規定に基づき、一括議題といたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君） 御異議なしと認めます。よって、日程第２、議案第31号から日程第16、 

議案第45号までを一括議題とすることに決定いたしました。 

 日程第２、議案第31号から日程第16、議案第45号までを一括議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星 明朗君） おはようございます。 

 ３日目でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、平成17年度加美町各種会計当初予算の提案理由の説明をさせていただきます。 

 平成17年度一般会計ほか各種会計予算の概要につきましては、施政方針で申し上げたとおり

でございますが、各種会計予算総額等について説明を申し上げます。 

 議案第31号平成17年度加美町一般会計予算、歳入歳出それぞれ 140億 6,500万円とし、債務

負担行為、地方債、一時借入金の最高限度額等について定めるものであります。 

  議案第32号平成17年度加美町国民健康保険事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ25億 5,500

万円とし、一時借入金の最高限度額等について定めるものであります。 

  議案第33号平成17年度加美町老人保健特別会計予算、歳入歳出それぞれ30億 5,500万円と

し、一時借入金の最高限度額について定めるものであります。 

  議案第34号平成17年度加美町介護保険特別会計予算、歳入歳出それぞれ14億 5,600万円と
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し、一時借入金の最高限度額等について定めるものであります。 

  議案第35号平成17年度加美町介護サービス事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 3,500万円

と定めるものであります。 

  議案第36号平成17年度加美郡介護認定審査会特別会計予算、歳入歳出それぞれ 580万円と定

めるものであります。 

  議案第37号平成17年度加美町簡易水道事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 5,300万円と

し、地方債について定めるものであります。 

  議案第38号平成17年度加美町小野田簡易給水施設事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 560

万円と定めるものであります。 

  議案第39号平成17年度加美町霊園事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 145万円と定めるも

のであります。 

  議案第40号平成17年度加美町営駐車場事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 820万円と定め

るものであります。 

  議案第41号平成17年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別会計予算、歳入歳出それぞ

れ４億 3,600万円とし、債務負担行為、一時借入金の最高限度額について定めるものでありま

す。 

  議案第42号平成17年度加美町下水道事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ15億 3,500万円と

し、債務負担行為、地方債、一時借入金の最高限度額について定めるものであります。 

  議案第43号平成17年度加美町浄化槽事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ 5,800万円とし、

債務負担行為、地方債について定めるものであります。 

  議案第44号平成17年度加美町工業用地等造成事業特別会計予算、歳入歳出それぞれ５億                                                                                    

 3,600万円と定めるものであります。 

  議案第45号平成17年度加美町水道事業会計予算、収益的収入及び支出については、収入支出

をそれぞれ５億 3,002万 6,000円とし、資本的収入及び支出について資本的収入１億円、資本

的支出２億 761万 2,000円で、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額１億 761万 2,000

円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものであります。 

  以上申し上げましたが、詳細につきましてはそれぞれの担当課長より説明を申し上げますの

で、よろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（米木正二君） 続いて、担当課長より説明を求めます。 

  一般会計、企画財政課長。 
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○企画財政課長（早坂 仁君） 議案第31号について、朗読をもって説明とさせていただきます。 

             平成１７年度加美町一般会計予算 

 平成17年度加美町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 140億 6,500万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期

 間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

 度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は10億円と

 定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費を流用するこ

 とができる場合は、次のとおり定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算

 額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 続いて、国民健康保険事業特別会計、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（今野正晴君） 次の黄色の境の色紙の次のページをお願いします。 

 議案第３２号 

         平成１７年度加美町国民健康保険事業特別会計予算 

 平成17年度加美町国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億 5,500万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は３億円と

 定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費を流用するこ

 とができる場合は、次のとおり定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの 

 経費の各項の間の流用。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） では、老人保健特別会計。 

○保健福祉課長（今野正晴君） 黄色の次のページをお願いします。 

 議案第３３号 

           平成１７年度加美町老人保健特別会計予算 

 平成17年度加美町老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30億 5,500万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１億円と

 定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費を流用するこ

 とができる場合は、次のとおり定める。 

 （１）医療諸費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの 

 経費の各項の間の流用。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、介護保険特別会計。 

○保健福祉課長（今野正晴君） 次の黄色のページの次をお願いします。 
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 議案第３４号 

           平成１７年度加美町介護保険特別会計予算 

 平成17年度加美町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14億 5,600万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１億円と

 定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費を流用するこ

 とができる場合は、次のとおり定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの 

  経費の各項の間の流用。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、介護サービス事業特別会計。 

○保健福祉課長（今野正晴君） 次の黄色のページをお願いします。 

 議案第３５号 

         平成１７年度加美町介護サービス事業特別会計予算 

 平成17年度加美町介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,500万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 続いて、加美郡介護認定審査会特別会計。 

○保健福祉課長（今野正晴君） 次の黄色のページの次をお願いします。 

 議案第３６号 

          平成１７年度加美郡介護認定審査会特別会計予算 
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 平成17年度加美郡介護認定審査会特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 580万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、簡易水道事業特別会計、上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶 悟君） 

 議案第３７号 

          平成１７年度加美町簡易水道事業特別会計予算 

 平成17年度加美町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,300万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

 度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 続いて、小野田簡易給水施設事業特別会計。 

○上下水道課長（二瓶 悟君） 

 議案第３８号 

        平成１７年度加美町小野田簡易給水施設事業特別会計予算 

 平成17年度加美町小野田簡易給水施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 560万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、霊園事業特別会計、町民課長。 
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○町民課長（三嶋秀二郎君） それでは、平成17年の加美町霊園事業特別会計予算について御説 

明します。 

 議案第３９号 

           平成１７年度加美町霊園事業特別会計予算 

 平成17年度加美町霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 145万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 町営駐車場事業特別会計、商工観光課長。 

○商工観光課長（古内公雄君） 朗読いたします。 

 議案第４０号 

          平成１７年度加美町営駐車場事業特別会計予算 

 平成17年度加美町営駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 820万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、小野田温泉保養センター等事業特別会計、やくらい高原温泉保養 

センター所長。 

○やくらい高原温泉保養センター所長（早坂忠幸君） 

 議案第４１号 

      平成１７年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別会計予算 

 平成17年度加美町小野田温泉保養センター等事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億 3,600万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 
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 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期

 間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 5,000万

 円と定める。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 下水道事業特別会計、上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶 悟君） 

 議案第４2 号 

           平成１７年度加美町下水道事業特別会計予算 

 平成17年度加美町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15億 3,500万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期

 間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

 度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５億円と

 定める。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 浄化槽事業特別会計。 

○上下水道課長（二瓶 悟君） 続きまして、浄化槽事業です。 

 議案第４３号 
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           平成１７年度加美町浄化槽事業特別会計予算 

 平成17年度加美町浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,800万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期

 間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

 度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、工業用地等造成事業特別会計、商工観光課長。 

○商工観光課長（古内公雄君） 朗読いたします。 

 議案第４４号 

         平成１７年度加美町工業用地等造成事業特別会計予算 

 平成17年度加美町工業用地等造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億 3,600万円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 次に、水道事業会計、上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶 悟君） 

 議案第４５号 

            平成１７年度加美町水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 平成17年度加美町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 
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第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

 （１）給 水 戸 数                      8,128戸 

 （２）給 水 量                    2,350,000㎥ 

 （３）一日平均給水量          6,438㎥ 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。 

 収入 

  第１款  水道事業収益  ５億 3,002万 6,000円 

   第１項 営業収益    ５億 2,922万 6,000円 

      第２項  営業外収益              80万円 

  支出 

    第１款    水道事業費用    ５億 3,002万 6,000円 

   第１項 営業費用    ４億 8,768万円 

      第２項  営業外費用           3,835万 2,000円 

   第３項  特別損失                １万円 

      第４項  予備費         398万 4,000円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。（資本的収入額が資本的支出額

 に対して不足する額１億 761万 2,000円は過年度分損益勘定留保資金１億 761万 2,000円で 

 補填するものとする。） 

 収入 

  第１款  資本的収入   １億円 

   第１項 企業債          7,750万円 

      第２項  国庫補助金           2,250万円 

  支出 

    第１款    資本的支出      ２億   761万 2,000円 

   第１項 建設改良費   １億 4,681万 4,000円 

      第２項  企業債償還金         6,079万 8,000円 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、又はそれ以
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 外の経費をその金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。 

     １．職員給与費      4,683万 1,000円 

     ２. 交際費                  ５万円 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「企業債」による。 

 平成１７年２月２１日提出 

                             加美町長  星      明  朗 

○議長（米木正二君） 説明が終わりました。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号から議案第45号につきまして

は、先例69及び 103の規定により、議長を除く全員で構成する平成17年度予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して慎重に審査することにいたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君） 御異議なしと認めます。よって、議長を除く全員で構成する平成17年度 

予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれで散会をいたします。 

  なお、議員各位に申し上げます。 

  委員会条例第９条の規定によりまして、平成17年度予算審査特別委員会を直ちに本議場に招

集いたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

    午前１０時３２分 散会
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 上記会議の結果は、事務局長澤口 信が調製したものであるが、その内容に相違ないことを

証するため、ここに署名する。 

 平成１７年２月２４日 

 

             加美町議会議長    米 木 正 二 

 

             署 名 議 員                及 川 六 郎 

 

             署 名 議 員                猪 股 信 俊 


